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１ 仙台市空家等対策計画の取り組み

２ 仙台市空家等対策計画の目標と達成状況

３ 空家等対策における課題

内容



解消策
管理不全な空き家等の

解消

１ 仙台市空家等対策計画の取り組み

２

空家等対策の推進

抑制策
利活用の促進、啓発、適切な

管理の促進

・所有者等による自主的な
改善を促す施策の実施

・行政からの働きかけ、取
り組みの強化

両輪

重点

・利活用に関する相談体制の
充実

・流通促進に関する情報提供
の実施

・様々な機会を捉えた啓発の
実施

・狙いを定めた働きかけや相
談体制の充実

■ 現計画における空家等対策の方向性



■ 本市の空家等対策

１ 仙台市空家等対策計画の取り組み

３

所有者への情報提供の充実
管理代行サービスの案内
解体ローンを実施している
金融機関の紹介

危険となるおそれのある特
定空家等の解体費の助成

総合相談会の実施
行政指導・行政処分のより
具体的なルール化・運用

相続人不存在事案への対応
のルール化

職員研修の実施

利活用に関する相談体制の
構築・周知

既存住宅の一定の質の確保
空家の流通を促す税の特例
措置の周知 など

管理不全な空家が多い地域
への啓発

地域や関係団体との連携
出前講座の実施 など

管理不全な空家等の解消に関

する事項 【重点】
空家等の利活用の促進に関す
る事項

空家等に関する啓発及び適切
な管理の促進に関する事項



１ 仙台市空家等対策計画の取り組み

４

管理不全な空家等への対応の流れ

※ 助言・指導を行っても改善されない「特定空家等」は、勧告、命令、代執行
に進む場合がある
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生命、身体又は財産に対する重大な危険が切迫

※

■ 行政からの働きかけ等

管理不全な空家等の解消に
関する事項 【重点】



■ 行政からの働きかけ等

１ 仙台市空家等対策計画の取り組み

実施前

実施後

管理不全な空家等の解消に
関する事項 【重点】

５

区役所職員による調査

代執⾏の実施



■ 所有者等による自主的な改善を促す取り組み

➢ 仙台市危険空家等除却工事補助事業（H29・H30年度）

〇 補助対象 特定空家等として認定した建築物等を
除却し、更地にする工事

〇 補助申請者 建築物の所有者または所有者の同意を
得た者（ただし法人は除く）

〇 補助額等 工事経費の２分の１
（ただし、上限６０万円）

集中対策期間（H29・30年度）合計 補助実施33件

１ 仙台市空家等対策計画の取り組み 管理不全な空家等の解消に
関する事項 【重点】

６



１ 仙台市空家等対策計画の取り組み

■ 空家等に関する問題解決を促進する取り組み

➢ 空き家総合相談会

〇 奇数月に開催
〇 空家等に係る問題を

ワンストップで複数
の専門家に相談

総合相談会の実績

年 度 H29 H30
H31
(R1)

R2

実施数
（回）

３ ６ ６ ４

参加者
（組）

４９ ６７ ５３ ４２

管理不全な空家等の解消に
関する事項 【重点】

７

3.1%

14.9%

18.0%

19.3%

21.1%

23.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

その他

利活用の情報提供

各種セミナーの開催

具体的な業者紹介

空き家相談会の充実

解体費用の補助

n=228

空家総合相談会での要望（H29～R1のアンケート）



■ 利活用に関する相談体制の充実

➢ 相談体制の構築
〇 平成３０年１月

不動産・建築・法務等の専門団体と
相談体制の構築に関する協定を締結

〇 平成３０年４月
住宅活用相談窓口を設置

〇 令和元年９月
所有者が直接不動産事業者に
売却又は賃貸での活用を相談
できるワンストップ相談制度
を試行

１ 仙台市空家等対策計画の取り組み

８

空家等の利活用の促進に
関する事項



■ 利活用に関する相談体制の充実
■ 空家等に関する啓発

〇 まちづくりに取り組む地域や、高齢
者が集まる施設などにて、住宅活用
セミナーを実施

Ｈ２９ 八木山地区
Ｈ３０ 中山地区

台原老人福祉センター
Ｒ１ 消費生活センター

〇 地域等と相談しテーマを設定
要望に応じ相談会を同時開催

不動産活用
高齢者の住替え
リフォーム
相続

１ 仙台市空家等対策計画の取り組み

９

空家等の利活用の促進に
関する事項

空家等に関する啓発及び適切

な管理の促進に関する事項



１ 仙台市空家等対策計画の取り組み

■ 関係団体との連携

➢ 仙台市空き家対策
ネットワーク会議（H29～）

【構成団体】

１０

・宮城県司法書士会、宮城県行政書士会、（公社）宮城県宅地建物取引業協会

（公社）全日本不動産協会宮城県本部、（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会

宮城県支部、宮城県土地家屋調査士会、（一社）宮城県不動産鑑定士協会、

（公社）日本建築家協会東北支部宮城地域会、宮城県建築士会仙台支部、

（一社）宮城県建築士事務所協会、仙台市老人福祉施設協議会、㈱七十七銀行、

㈱仙台銀行、東北税理士会、宮城県解体工事業協同組合、仙台法務局、宮城県

警察本部、仙台市（市民局、都市整備局、消防局）

空家等に関する啓発及び適切

な管理の促進に関する事項



１ 仙台市空家等対策計画の取り組み

■ 管理不全な空家等の改善状況
（単位：件）

特定空家等 特定空家等以外 計

平成29年度
対象 47 412 459
改善 21 182 203
未改善 26 230 256

平成30年度
対象 52 381 433
改善 25 167 192
未改善 27 214 241

平成31年度
(令和元年度)

対象 33 355 388
改善 4 131 135
未改善 29 224 253

令和２年度
対象 34 392 426
改善 ７ 144 151
未改善 27 248 275

（改善の合計 57 624 681）
１１

管理不全な空家等の解消に
関する事項 【重点】



現計画の目標

５年間
の目標

特定空家等の改善件数

５５件

特 定 空 家 等 以 外 の
改善件数

５００件

集中対
策期間
の目標

特定空家等の改善件数

４０件

特 定 空 家 等 以 外 の
改善件数

２５０件

２ 仙台市空家等対策計画の目標と達成状況

１２

現計画の実績（～R3.3まで）

５年間
の目標

特定空家等の改善件数

５７件

特 定 空 家 等 以 外 の
改善件数

６２４件

集中対
策期間
の目標

特定空家等の改善件数※

４６件

特 定 空 家 等 以 外 の
改善件数

３４９件

※ 代執行２件を含む

■ 現計画の目標と実績



〇 管理不全な空家等の解消

・ 相続人・所有法人の情報やその居所が不明・未整理

・ 管理・除却費用の自己負担が困難

・ 雑草や樹木の継続的な管理

〇 空家等の利活用の促進

・ 個々の状況に応じた専門的な知識・対応が不可欠

・ 不動産市場への誘導が必須

〇 空家等に関する啓発及び適切な管理

・ 空家等になる前からの所有者等への効果的な情報

提供が重要

３ 空家等対策における課題

１３



【参考】 民法等の改正等について

〇 民法の改正について

・ 土地の所有者は，一定の場合に，越境した枝を切除する

ことが可能

〇 不動産登記法の改正について

・ 相続・住所変更登記の義務化

〇 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する

法律の創設について

・ 建物等の存在しない，所有者が一定の費用負担を行う等

の要件を満たした場合，土地の国庫帰属が可能

３ 空家等対策における課題

１４


